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令和６（2024）年度第１回県南地域医療構想区域病院及び有床診療所等会議 

 

次    第   

 

                      日時：令和６（2024）年６月25日(火) 

    午後７時００分～８時３０分 

場所：小山庁舎４階大会議室・ＷＥＢ 

                        

１ 開 会        
              
２ あいさつ                         
 

３ 議 題                      

 

(１)令和６(2024)年度地域医療構想の進め方について 【資料１】       

      

（２）病床機能報告上の病床数と将来の病床数の必要量との差異について【資料２】  

 

（３）県内及び県南医療圏の医療提供状況と医療需要について 【資料３－１、３－２】  

 

（４）推進区域の選定について【資料４】  非公開                      

 

（５）外来医療計画に係る医療機器の効率的な活用について【資料５】         

  

４ 閉 会                                                   

    
 
 

（資料一覧） 

【資料１】地域医療構想の進め方について 
【資料２】病床機能報告上の病床数と将来の病床数の必要量との差異の検証 
【資料３－１】栃木県における医療の提供状況等 
【資料３－２】県南医療圏における入院医療の提供状況等 
【資料４】推進区域の選定について  非公表資料  
【資料５】外来医療計画に係る医療機器の効率的な活用について 



県南地域医療構想調整会議委員名簿（任期 令和６(2024)年9月30日まで） 

令和６(2024)年５月28日現在 
区 分 団 体 名 役職名 氏 名 備考 

1 郡 市 医 師 会 一般社団法人 下都賀郡市医師会 会 長 川島 吉人  

2 郡 市 医 師 会 一般社団法人 小山地区医師会 会 長 浅井 秀実  

3 地 区 歯 科 医 師 会 一般社団法人 下都賀歯科医師会 副 会 長 清野 栄治  

4 地 区 歯 科 医 師 会 一般社団法人 小山歯科医師会 会 長 大友 文雄  

5 地 区 薬 剤 師 会 栃木地域薬剤師会 会 長 武本 順也  

6 地 区 薬 剤 師 会 一般社団法人 小山薬剤師会 会 長 伊沢 泰直  

7 看 護 協 会 地 区 支 部 公益社団法人 栃木県看護協会 栃木地区支部長 福田 裕美子  

8 看 護 協 会 地 区 支 部 公益社団法人 栃木県看護協会 小山地区支部長 青木 千江美  

9 
地域の病院等を代表する者
（ 私 ） 

獨協医科大学病院 病 院 長 麻生 好正  

10 
地域の病院等を代表する者
（ 私 ） 

自治医科大学附属病院 病 院 長 川合 謙介  

11 
地域の病院等を代表する者
（ 私 ） 

一般財団法人 
とちぎメディカルセンター 

代表理事理事長 森田 辰男  

12 
地域の病院等を代表する者
（ 公 ） 

地方独立行政法人 新小山市民病院 病 院 長 島田 和幸  

13 
地域の病院等を代表する者
（ 有 ） 

医療法人藤沼医院 理 事 長 藤沼 彰  

14 
地域の病院等を代表する者
（ 有 ） 

医療法人社団章仁会 
船田内科外科医院 

理 事 長 船田 隆  

15 地区老人福祉施設協議会 
一般社団法人 
栃木県老人福祉施設協議会 

理 事 森 裕一  

16 地 区 老 人 保 健 施 設 協 会 
一般社団法人 
栃木県老人保健施設協会 

理 事 小松原 利英  

17 介護従事者確保関係団体 
特定非営利活動法人 
とちぎケアマネジャー協会 

理 事 久保田 悦子  

18 住民・患者を代表する者 栃木市女性団体連絡協議会 理 事 玉田 明子  

19 住民・患者を代表する者 上三川町女性団体連絡協議会 会 長 鈴木 美恵子  

20 
保険者（保険者協議会の 
推 薦 の あ る 者 ） 

東京鐵鋼健康保険組合 常 務 理 事 津久井 誠  

21 管 内 市 町 栃木市 保 健 福 祉 部 長 首長 正博  

22 管 内 市 町 小山市 保 健 福 祉 部 長 黒川 澄子 新任 

23 管 内 市 町 下野市 健 康 福 祉 部 長 荻原 剛 新任 

24 管 内 市 町 上三川町 健 康 福 祉 課 長 海老原 昌幸 新任 

25 管 内 市 町 壬生町 住 民 福 祉 部 長 大垣 勲  

26 管 内 市 町 野木町 町 民 生 活 部 長 舘野 宏久 新任 

27 学識経験者（大学教授等) 国際医療福祉大学 
副学長・保健医療
学 部 長 ・ 教 授 

新井田 孝裕  

28 健康福祉センター（保健所） 県南健康福祉センター 参 事 兼 所 長 相子 有一  

29 健 康 福 祉 セ ン タ ー 栃木健康福祉センター 所 長 南雲 紀子 新任 

 



県南地域医療構想区域病院及び有床診療所等会議通知先一覧

医療機関の名称 種別 郵便番号 市町 字地番

1 星風会病院星風院　   　 病院 ３２８－０００４ 栃木市 田村町９２５-２

2 とちぎメディカルセンター　しもつが 病院 ３２９－４４０７ 栃木市 大平町川連420-1

3 とちぎメディカルセンター　とちのき 病院 ３２８－００７１ 栃木市 大町３９-５

4 中野病院　　 病院 ３２８－００５２ 栃木市 祝町８-１

5 西方病院 病院 ３２２－０６０１ 栃木市 西方町金崎２７３-３

6 獨協医科大学病院　 病院 ３２１－０２０７ 壬生町 北小林８８０

7 大平下病院 病院 ３２９－４４０４ 栃木市 大平町富田１６６５

8 おおひらレディスクリニック 診療所 ３２９－４４０６ 栃木市 大平町下皆川753

9 整形外科メディカルパパス 診療所 ３２９－４４２３ 栃木市 大平町西水代１９４３－１

10 藤沼医院　 診療所 ３２９－４４０４ 栃木市 大平町冨田５２１２－７

11 クララクリニック 診療所 ３２１－０２１４ 壬生町 壬生甲３３１２－１

12 多島外科胃腸科 診療所 ３２１－０２１４ 壬生町 壬生甲３０７２－１

医療機関の名称 種別 郵便番号 市町 字地番

1 小山厚生病院　    　　 病院 ３２３－００３１ 小山市 八幡町２-１０-６

2 小山整形外科内科 病院 ３２３－０８２６ 小山市 雨ヶ谷７５３

3 光南病院 病院 ３２９－０２１４ 小山市 乙女７９５

4 新小山市民病院　　　　 病院 ３２３－０８２７ 小山市 神鳥谷２２５１－１

5 杉村病院 病院 ３２３－００２５ 小山市 城山町２-７-１８

6 星野病院 病院 ３２９－０２０１ 小山市 粟宮１-７-８

7 南栃木病院 病院 ３２３－０８０３ 小山市 北飯田７４-２

8 石橋総合病院　 病院 ３２９－０５９６ 下野市 下古山1-15-4

9 小金井中央病院 病院 ３２９－０４１４ 下野市 小金井２-４-３

10 自治医科大学附属病院 病院 ３２９－０４３１ 下野市 薬師寺３３１１-１

11 新上三川病院　 病院 ３２９－０６１１ 上三川町 上三川２３６０

12 野木病院  　 　 病院 ３２９－０１０１ 野木町 友沼５３２０-２

13 リハビリテーション花の舎病院 病院 ３２９－０１１２ 野木町 南赤塚１１９６-１

14 朝日病院 病院 ３２３－００１４ 小山市 喜沢６６０

15 小山富士見台病院 病院 ３２９－０４１２ 下野市 柴１１２３

16 リハビリテーション翼の舎病院 病院 ３２３－００２８ 小山市 若木町１－１－２

17 樹レディスクリニック 診療所 ３２３－００３４ 小山市 神鳥谷５－１８－１５

18 小山クリニック 診療所 ３２９－０２０１ 小山市 粟宮１９７０－１０

19 小山すぎの木クリニック 診療所 ３２３－０８０６ 小山市 中久喜１１３１-１

20 さくらのクリニック 診療所 ３２３－００６１ 小山市 卒島２４４－１

21 すずき整形外科 診療所 ３２３－００１４ 小山市 喜沢４３８－１

22 関根整形外科医院 診療所 ３２３－０８２２ 小山市 駅南町１－９－１５

23 船田内科外科医院 診療所 ３２３－０００７ 小山市 松沼５７８

24 やまなかレディースクリニック 診療所 ３２３－００２８ 小山市 若木町２－１１－２０

25 まきた眼科石橋院 診療所 ３２９－０５０２ 下野市 下古山８８－１

26 木村クリニック 診療所 ３２９－０４３４ 下野市 祇園１－７－７

27 国分寺さくらクリニック 診療所 ３２９－０４１４ 下野市 小金井７７７－１

28 中央クリニック 診療所 ３２９－０４３１ 下野市 薬師寺３１５４

29 都丸整形外科 診療所 ３２９－０５０７ 下野市 文教１－１１－１６

30 和田マタニティクリニック 診療所 ３２９－０４１４ 下野市 小金井１－３０－６

小山地区

栃木地区



        県南地域医療構想調整会議設置要綱 
 
 （設 置） 
第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の１４の規定に基づき、県南

地域の医療提供体制を確保することを目的に、地域医療構想の実現に向けた協議等

を行うため、「県南地域医療構想調整会議」（以下「調整会議」という。）を設置

する。 
 
 （協議事項） 
第２条 調整会議は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 地域医療構想に掲げる将来の目指すべき医療提供体制の協議等に関する事項 
(2) その他必要な事項 

 
 （組 織） 
第３条 調整会議は、委員３５名以内をもって構成する。 
２ 委員は、次に掲げる者の中から県南健康福祉センター所長が委嘱する。 
 (1) 地域の医療関係団体等の代表 
 (2) 地域の介護福祉関係団体等の代表 
 (3) 学識経験者 
 (4) その他地域の関係機関・団体の代表 
 
（任 期） 

第４条 委員の任期は２年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の後任委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 
２ 委員は再任することができる。 
 
 （議 長） 
第５条 調整会議に議長を置く。 
２ 議長は、委員の互選により選出し、調整会議の進行にあたる。 
 
 （会 議） 
第６条 調整会議の会議は、県南健康福祉センター所長が招集する。 
２ 議長は、必要があると認めるときは、調整会議に委員以外の者の出席を求めて意

見を聴くことができる。 
 
 （部 会） 
第７条 必要に応じて調整会議に部会を設置することができる。 
 
 （事務局） 
第８条 調整会議の事務局は、県南健康福祉センターに置く。 
 
 （その他） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、県南健

康福祉センター所長が別に定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成28年7月11日から実施する。 
 この要綱は、平成30（2018）年8月7日から実施する。 



 

   県南地域医療構想区域病院及び有床診療所等会議設置要綱 
 
 （設 置） 
第１条 県南地域の医療提供体制を確保することを目的に、地域医療構想の実現に向

けた協議等を行うため、県南地域医療構想調整会議設置要綱第７条の規定に基づき、

「県南構想区域病院及び有床診療所等会議」（以下「病診会議」という。）を設置

する。 
 
 （協議事項） 
第２条 病診会議は、次に掲げる事項について協議する。 
(1) 地域医療構想に掲げる将来の目指すべき医療提供体制の協議等に関する事項 

(2) その他必要な事項 

 
 （組 織） 
第３条 病診会議は、次に掲げる者をもって組織する。 

 (1) 病院長、有床診療所長及び事務長 
 (2) その他関係機関・団体の代表 

２ 病診会議は、栃木地区及び小山地区において組織し、各地区は次に掲げる市 

町の範囲とする。 

(1) 栃木地区  栃木市、壬生町 
(2) 小山地区  小山市、下野市、上三川町、野木町 

 
 （議 長） 
第４条 病診会議に議長を置く。 
２ 議長は、県南地域医療構想調整会議の議長又は議長が指名した者が務める。 

 
 （会 議） 
第５条 病診会議の会議は、県南健康福祉センター所長が招集する。 

 
 （事務局） 
第６条 病診会議の事務局は、県南健康福祉センターに置く。 
 

 （その他） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、病診会議の運営に関し必要な事項は、県南健

康福祉センター所長が別に定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成30（2018）年８月７日から実施する。 









































病床機能報告上の病床数と将来の病床数の必要量との差異の検証

～定量基準（案）による検討（仮）～

病院は入院基本料および基本料届出病床数に基づき算出（休棟病棟は除いて算出）

届出病床数ベースで算出したため、病床機能報告の合計値とは差異がある
入院基本料の届出なし（報告なし）の病棟は、病床機能報告で医療機関が選択した機能で算出

有床診療所は以下の考え方に基づき算出

鹿児島県方式： 病床機能報告に同じ
静岡県方式、栃木県案： 「有床診療所療養病床入院基本料」＝「慢性期」

手術件数100件or放射線治療ありor化学療法件数50件以上＝「急性期」
上記以外は「回復期」

※ 有床診療所は機械的に上記の考え方で整理したため、「回復期」となるケースが多い

令和６（2024）年６月25日（火）

資料２第１回県南地域医療構想調整会議並びに
県南構想区域病院及び有床診療所等会議 合同会議



定量基準の比較

1

№ 入院基本料等 鹿児島県 静岡県 栃木県案1 栃木県案2
1 急性期一般入院料1 急性期 高度急性期 急性期 急性期
2 急性期一般入院料2 急性期 高度急性期 急性期 急性期
3 急性期一般入院料3 急性期 高度急性期 急性期 急性期
4 急性期一般入院料4 急性期 回復期 回復期 回復期
5 急性期一般入院料5 急性期 回復期 回復期 回復期
6 急性期一般入院料6 急性期 回復期 回復期 回復期
7 地域一般入院料1 回復期 回復期 回復期 回復期
8 地域一般入院料2 回復期 回復期 回復期 回復期
9 地域一般入院料3 回復期 回復期 回復期 回復期

10 回復期 慢性期 回復期 回復期
11 1 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期
12 2 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期
13 7 1 急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
14 10 1 急性期 － 急性期 急性期
15 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 回復期 － 回復期 回復期
16 7 1 急性期 高度急性期 高度急性期 急性期
17 10 1 急性期 高度急性期 急性期 急性期
18 13 1 回復期 高度急性期 回復期 回復期
19 7 1 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期
20 10 1 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期
21 13 1 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期
22 15 1 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期
23 救命救急入院料1 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
24 救命救急入院料2 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
25 救命救急入院料3 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
26 救命救急入院料4 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
27 1 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
28 2 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
29 3 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
30 4 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
31 ハイケアユニット入院医療管理料1 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
32 ハイケアユニット入院医療管理料2 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

№ 入院基本料等 鹿児島県 静岡県 栃木県案1 栃木県案2
33 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
34 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
35 1 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
36 2 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
37 総合周産期特定集中治療室管理料（母胎・胎児） 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
38 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
39 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
40 特殊疾患入院医療管理料 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期
41 小児入院医療管理料1 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
42 小児入院医療管理料2 急性期 急性期 急性期 急性期
43 小児入院医療管理料3 急性期 急性期 急性期 急性期
44 小児入院医療管理料4 回復期 回復期 回復期 回復期
45 小児入院医療管理料5 回復期 回復期 回復期 回復期
46 回復期リハビリテーション病棟入院料1 回復期 回復期 回復期 回復期
47 回復期リハビリテーション病棟入院料2 回復期 回復期 回復期 回復期
48 回復期リハビリテーション病棟入院料3 回復期 回復期 回復期 回復期
49 回復期リハビリテーション病棟入院料4 回復期 回復期 回復期 回復期
50 回復期リハビリテーション病棟入院料5 回復期 回復期 回復期 回復期
51 地域包括ケア病棟入院料1 回復期 回復期 回復期 回復期
52 地域包括ケア病棟入院料2 回復期 回復期 回復期 回復期
53 地域包括ケア病棟入院料3 回復期 回復期 回復期 回復期
54 地域包括ケア病棟入院料4 回復期 回復期 回復期 回復期
55 地域包括ケア入院医療管理料1 回復期 回復期 回復期 回復期
56 地域包括ケア入院医療管理料2 回復期 回復期 回復期 回復期
57 地域包括ケア入院医療管理料3 回復期 回復期 回復期 回復期
58 地域包括ケア入院医療管理料4 回復期 回復期 回復期 回復期
59 緩和ケア病棟入院料1 回復期 回復期 回復期 回復期
60 緩和ケア病棟入院料2 慢性期 回復期 慢性期 慢性期
61 1 回復期 回復期 回復期 回復期
62 2 回復期 回復期 回復期 回復期
63 1 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期
64 2 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期
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定量基準（案）により算出した病床機能別の病床数を見ると、病床機能報告に比べ、回復期病床数が必要病床数に近づ
いている
引き続き、病床機能報告と必要病床数における差異について検証を進めるため、定量基準の活用について検討を重ねる
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県南医療圏においても、県全体の傾向と同様に、定量基準（案）により算出した病床機能別の病床数を見ると、病床機能
報告に比べ、回復期病床数が必要病床数に近づいている



【参考】県南医療圏（大学病院除く）
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宇都宮医療圏
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県東医療圏
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両毛医療圏
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